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第１章 事業継続計画策定について 

１ 計画策定の目的 

大規模災害あるいは施設事故などが発生した際の非常時には、水道事業に及ぼす影響が

大きく平常時の人員と環境を前提として業務を行うことはできない可能性がある。しかしなが

ら市民生活に必要不可欠で重要なライフラインの一翼を担う水道事業は、このような状況下で

あっても、業務を中断させない、または中断しても早期に復旧する必要がある。本計画は地域

防災計画に定める災害応急対策業務の着実な推進と、継続する必要性が高い通常業務の機

能停止・低下を最小限に抑え、可能な限り速やかな復旧に努め、市民生活の回復を図ることを

目的とする。 

 

２ 事業継続計画(BCP)とは 

事業継続計画（Business Continuity Plan：BCP）とは、人、物、情報及びライフライン等

利用できる資源に制約がある状況下において、応急業務及び継続性の高い通常業務（以下

「非常時優先業務」という。）を特定するとともに、非常時優先業務の業務継続に必要な資源

（人員、資材、機材、電力、燃料、薬品等）の確保や、指揮命令系統の明確化等について必要な

措置を講じることにより、発災後の業務中断による影響を限りなく軽減させていく計画である。 

 

図１ 事業継続計画の実践に伴う効果のイメージ 

 

出典 : 「地震発生時における地方公共団体の業務継続の手引きとその解説第１版【解説】」 

    （平成 22年４月 内閣府） 
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３ 非常時優先業務 

非常時優先業務とは、発災後、利用できる資源（人、物、情報、ライフライン等）に制約がある

状況においても優先的に実施する業務である。主な業務範囲は以下の内容とする。 

（１）地域防災計画の災害応急対策業務 

（２）地域防災計画の応急復旧・応急給水のうち優先度が高いもの 

（３）通常業務のうち業務継続の優先度が高いもの 

 

図２ 非常時優先業務と計画との関係図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 事業継続計画の発動と終結 

（１）発動要件 

以下の条件が１つでも該当する場合に、本事業継続計画を発動する。 

ア 市内に甚大な被害が発生すると想定される震度６弱以上の地震が発生した場合 

イ その他状況に応じ、水道局長が必要と認めた場合 

（２）終結要件 

業務資源の不足等に伴う業務継続上の支障が改善され、平常時の業務継続が可能と判

断した場合、事業継続計画の発動を解除する。 

 

５ 指揮命令系統の確立 

水道局長が不在等により指揮を行うことが不能のときは、次の順位によって対策の重要事

項の指揮、命令を行うものとする。 

   （１）第１順位 水道局次長 

（２）第２順位 業務課長  

早期実施の優先度の高いもの 

災害応急対策業務 

業務継続の優先度の高いもの 

通 常 業 務 

災害復旧・復興業務 

地
域
防
災
計
画 

事
業
継
続
計
画 

 
(

非
常
時
優
先
業
務) 
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第２章 被害状況の想定 

   本市で起こりうる大規模災害は、地震、津波、洪水、高潮、土砂災害等が考えられるが、市全

域への影響が大きく事前の予知が不可能である地震を想定し、事業継続計画の策定を行う。 

国の中央防災会議において想定されているプレート間地震の南海トラフ巨大地震と直下型地

震の大竹断層(小方―小瀬断層)・大河内断層が本市に対して影響が大きいとされており、その

中において最も影響が大きいとされる大河内断層の被害想定により、事業継続計画を策定する

こととする。 

 

１ 被害想定 

    出典：「山口県地震被害想定調査報告書」（20年３月）より抜粋 

 

大河内断層 (直下型地震) 

最大震度 ６強 

震度６弱以上のエリア 市全面積の73.5% 

震度５弱及び強のエリア 市全面積の26.5% 

土砂災害 

急傾斜地崩壊 162箇所 

山腹崩壊 73箇所 

建物被害（冬の昼12時、風速15ｍ/ｓ） 

全壊の主な原因 揺れ（74%） 

全壊棟数 1,222棟 

半壊棟数 3,732棟 

焼失棟数 98棟 

ライフライン施設被害 

 上水道（１日後の断水人口） 44,760人 

 下水道（機能支障人口） 13,474人 

 電力（停電軒数１日後） 3,722軒 

 通信（固定電話不通回線数） 119回線 

ガス（供給停止世帯数） 791世帯 

交通施設被害 

緊急輸送道路（被害箇所数） 3箇所 

道路（橋梁・高架橋の被害箇所数） 20箇所 

港湾（被害度がかなり高い岸壁数） 1岸壁 

生活支障 

避難者（１日後の避難所生活者数） 12,000人 

帰宅困難者数（平日の昼間） 2,565人 
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２ 水道施設の被害状況 

水道局庁舎は、昭和57年度に建築確認されたため新耐震基準を満たしており、想定される

地震（震度6強）においても倒壊せず業務が継続できると考えられる。 

林浄水場についても、平成１９年度以降耐震診断及び耐震補強工事を行ったため現状では

耐震性を有しており、業務が継続して遂行できると考えられる。 

その他の浄水施設としては、清山企業用配水池（RC）において耐震診断の結果、耐震性を

有していないとの結果であったため、企業への配水については一般配水池からの配水への切

替が必要になると考えられる。 

管路については、耐震性の無い管が破損し漏水あるいは断水することが想定され、それに

伴う濁水の発生、停電が継続する地区で加圧あるいは増圧施設等の停止により断水が継続

することが考えられる。その際、断水地区には応急給水で対応する必要が生じると思われる。 

   

３ 対象水道施設 

 

施設種別 施設名 備考 

水源施設 下林取水場 周南工水・灌漑用水含む 

浄水施設 林浄水場 熊毛送水含む 

配水池 

清山配水池 12,000㎥(一般)+15,000㎥

(企業) 観音寺配水池 1,100㎥ 

大和配水池（緊急遮断弁付） 1,500㎥ 

上ヶ原配水池 400㎥ 

千坊台配水池 565㎥ 

岩屋・伊保木低区配水池 70㎥、ポンプ２台 

岩屋・伊保木高区配水池 50㎥ 

ポンプ所 

大和ポンプ所 ポンプ2台 

上ヶ原ポンプ所 

 

ポンプ2台 

千坊台ポンプ所 ポンプ2台 

岩屋・伊保木ポンプ所 ポンプ2台 

加圧施設 

島田三丁目加圧施設 4㎥、ポンプ2台 

光井五丁目加圧施設 4㎥、ポンプ2台 

光井六丁目加圧施設 

 

4㎥、ポンプ2台 

西ノ庄加圧施設 8㎥、ポンプ2台 

西畑加圧施設 4㎥、ポンプ2台 

山田団地加圧施設 40㎥、ポンプ2台 

その他 

塩田増圧施設 ポンプ2台 
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第３章 非常時優先業務実施のための職員体制 

 １ 職員の配備体制 

    職員の配備基準及び体制については、光市水道事業危機管理マニュアルにおいて定める。 

    

２ 所属長不在の場合の意思決定権限 

各担当課等においては、所属長が不在の場合に備え委任権限の順序を事前に定めることと

し、あらかじめ定めた順序で自動的に権限が委任されることで、適切に意思決定を行うことが

できる体制を確保する。 

 

体 制（配備場所） 役割及び権限の順序 

水道対策部 

（水道局） 

部長：水道局長 

副：水道局次長 

(0833)71-0700 

水道庶務班 

（水道局） 

(0833)71-0700 

・班 長 ： 業務課長 

・副班長① ： 料金担当課長 

・副班長② ： 庶務係長 

工務班 

（水道局） 

(0833)71-0719 

・班 長  ： 工務課長 

・副班長① ： 計画係長 

・副班長② ： 管理係長 

浄水班 

（浄水場） 

(0833)77-0501 

・班 長  ： 浄水課長 

・副班長① ： 浄水係長 

・副班長② ： 水質係長 

 

３ 職員の勤務体制 

（１）職員の参集確認と安否確認 

     指定配備場所において班長が参集確認を行う。本人や家族が被災するなど、何らかの 

    原因で参集出来ない職員は水道対策本部へ電話連絡すること。電話ができない時には、 

    通信可能な手段により班長または班員に参集できない状況を連絡すること。 

（２）職員の健康管理 

事業継続計画発動直後の期間は、健康面に負担がかかることから健康管理について、 

      相互にチェックを行い勤務の交代も適宜行うように心がける。 

（３）職員の弾力的な配備 

非常時優先業務は、災害の規模や状況によって大きく変わるため、職員の応援や人員 

配備については適切に行うものとする。 

（４）応援体制 

非常時優先業務に必要な人員が確保できない場合は、担当班内で対応することとする 

が、必要に応じて水道対策本部全体で対応する。それでも対応ができない場合は、他事 

業体からの応援職員の受け入れを検討する。 
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４ 職員の参集状況予測 

職員の確保による実施体制の確保は、本計画遂行上の基本であり、早朝・夜間や休日等 

の勤務時間外に災害が発生した場合の職員の参集予測を行い、非常時優先業務に従事可 

能な職員数を把握する。参集想定にあたっては以下に基づき算出する。 

 

 

参集可能人数の予測 

対策部 課 職員数 
参集可能職員数 

3H以内 1D以内 3D以内 1W以内 1M以内 

水道対策部 40人 20人 23人 29人 34人 36人 

 業務課  16人 9人 10人 12人 14人 14人 

 工務課  11人 5人 6人 8人 9人 10人 

 浄水課  13人 5人 7人 9人 11人 12人 

 

 

地震発生から３時間以

内参集の考え方 

９ｋｍ圏内の職員の約６０％が参集可能 

毎時３ｋｍの速さの連続歩行で参集すると考え、９ｋｍ圏内の職員

が参集可能。しかし、職員本人及び家族の死傷等被災のため、職

員の１５％が参集できない。また、職員の２５％が救出･救助活動

に従事。 

地震発生から１日以内

参集の考え方 

２０ｋｍ圏内の職員の約６０％が参集可能 

２０ｋｍを越えると帰宅困難になるとの想定があることから、２０ｋ

ｍ圏内の職員が参集可能。しかし、３時間以内参集の考え方と同

様の理由で４０％が参集できない。 

地震発生から３日以内

参集の考え方 

２０ｋｍ圏内の職員の約７５％が参集可能 

２０ｋｍを越えると帰宅困難になるとの想定があることから、２０ｋ

ｍ圏内の職員が参集可能。しかし、職員本人及び家族の死傷等

被災のため、職員の１５％が参集できない。また、職員の１０％が

救出・救助活動に従事。 

地震発生から１週間以

内参集の考え方 

全職員の８５％が参集可能 

地震の発生から３日以降、公共交通機関は徐々に回復し、２０ｋｍ

を越える職員も徐々に参集可能。しかし、職員本人及び家族の死

傷等被災のため、職員の１５％が参集できない。 

地震発生から１か月以

内参集の考え方 

全職員の９０％が参集可能 

地震の発生から３日以降、公共交通機関は徐々に回復し、２０ｋｍ

を越える職員も徐々に参集可能。 

しかし、職員の死傷等により１０％が参集できない。 
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第４章 非常時優先業務 

１ 非常時優先業務の考え方 

本計画で定める非常時優先業務とは、「災害応急対策業務」や「業務継続の優先度の高い

通常業務」、「早期実施の優先度の高い災害復旧・復興業務等」が対象となり、災害発生後に

おいては、必要資源を非常時優先業務に優先的に割り当てるため、通常業務は積極的に休止

するか、優先業務継続の支障とならない範囲で業務を実施する。 

 

 

図３ 非常時優先業務のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 : 「地震発生時における地方公共団体の業務継続の手引きとその解説第１版【解説】」 

    （平成 22年４月 内閣府） 

 

２ 非常時優先基準 

※ H：時間、D：日、W：週、M：月 

 

 

 

 優先度ﾗﾝｸ 業務開始目標時間 該当する業務 

 

Ａ 発災直後(3H以内) 水道事業を維持するために必要な業務 

Ｂ 発災後１D以内 水道事業継続のために早期立ち上げが必要な業務 

Ｃ 発災後３D以内 市民生活に最低限必要なサービス確保に向けた業務 

Ｄ 発災後１W以内 市民生活に必要なサービスの確保に向けた業務 

Ｅ 発災後１M以内 市民生活及び地域社会に必要なサービスの確保に向けた業務 

Ｆ BCP終結以降 それ以外の業務 
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３ 非常時優先業務の整理 

非常時優先基準より通常業務の他、災害応急対策業務について各対策班別に次表のとお 

り優先順位を整理する。 

・水道庶務班 ： 庶務係、経理係、料金係、量水器係 

・工務班 ： 管理係、計画係 

・浄水班 ： 浄水係、水質係 

 

非常時業務優先度一覧（水道庶務班、班長：業務課長） 

  

業務種別 担当係 業務内容 着手時期 優先度 

通常業務 

庶務係 

給与の支給に係る業務 1M以降 E 

共済組合関係の業務 1M以降 E 

 

 

県等からの各種調査業務 1M以降 F 

F 

経理係 

予算書の作成及び予算編成業務 1M以降 F 

決算書の作成及び決算整理業務 

 

1M以降 F 

総合振込、小切手の振出しによる支払い業務 1M以降 F 

調定、収入、支出等に係る伝票の入力業務 1M以降 F 

料金 

量水器係 

電話または窓口による受付 3H以内 A 

料金・加入金等の窓口収納 3D以内 C 

金融機関窓口への口座振替用紙・FD等の提出 1M以降 F 

高齢者等の一部の特例訪問集金 1M以降 F 

水道料金未納者への給水停止・解除 1D以内 B 

現地での閉開栓業務 1D以内 B 

敷地内漏水箇所の調査 3D以内 C 

検針員からの検針結果の聞き取り 3D以内 C 

閉栓時の現地精算 3D以内 C 

応急業務 業務課 

局内の庶務及び連絡調整に関すること 3H以内 A 

上水道施設の被害状況の取りまとめ及び応急復旧計

画に関すること 
3H以内 A 

水道関係の広報に関すること 3H以内 A 

他水道事業者及び他関係機関への応援協力に関す

ること 
1D以内 B 

上水道施設の給水応急復旧計画の作成に関すること 3H以内 A 

総務対策部及び支所対策部との連絡調整に関するこ

と 
3H以内 A 

局内他班の応援協力に関すること 1D以内 B 
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非常時業務優先度一覧（工務班、班長：工務課長） 

 

非常時業務優先度一覧（浄水班、班長：浄水課長） 

業務種別 担当係 業務内容 着手時期 優先度 

通常業務 

管理係 

漏水修理、出水不良・濁水対応 3H以内 A 

市民からの相談、苦情などに対する現地対応 3H以内 A 

給水工事の相談・協議・申請、地下埋設物の確認・施

工協議などの窓口対応 
3D以内 C 

市内加圧施設のタンク清掃及びポンプ点検 1M以降 F 

 減圧弁の点検 

 

1M以降 F 

市内配水管の洗管作業 1M以降 F 

指定給水工事事業者の指定・変更・更新手続き 1M以降 F 

給水工事の完了に伴う竣工検査 1M以降 F 

小規模貯水槽設置者に対する指導 1M以降 F 

 

計画係 

優先度の高い工事の伴う工事監督業務 1M以内 E 

試掘調査及び業務委託 1M以降 F 

関係機関との協議 1M以降 F 

優先度が中程度の工事に伴う工事監督業務 1M以降 F 

設計・積算水道施設管理に必要となるシステムのデ

ータ更新及びアップデート 
1M以降 F 

優先度の低い工事に伴う工事監督業務 1M以降 F 

設計・積算、水道施設管理システムの保守管理 1M以降 F 

     

     

     

応急業務 工務課 

水道管路の被害調査、応急復旧対策に関すること 3H以内 A 

応急給水の実施に関すること 3H以内 A 

指定給水工事事業者への応援要請に関すること 1D以内 B 

業務種別 担当係 業務内容 着手時期 優先度 

通常業務 浄水課 

優先度の高い施設整備工事に伴う工事監督業務 1M以内 E 

薬品類の搬入に伴う立会 3D以内 C 

牛島施設の故障対応 1D以内 B 

電気工作物点検の立会及び報告聴取 1M以降 F 

浄水場施設の工業計器点検の立会 

 

1M以降 F 

 優先度の低い施設整備工事に伴う工事監督業務 1M以降 F 

 場内見学に対する説明及び場内外草刈 1M以降 F 

 
応急業務 浄水課 

水道施設の被害調査、応急復旧対策に関すること 3H以内 A 

 水質検査に関すること 1D以内 B 
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第５章 非常時優先業務のための業務執行環境 

非常時優先業務を実施するためには、必要な資源確保状況を分析し、不足していると考えら

れる場合には、中長期的な確保対策を検討するとともに、短期的な対策として当面できる補強・

代替手段等を検討することとする。 

 

１ 各種システムについて 

災害発生時にシステムの破損あるいは停電など、水道事業の継続に影響を及ぼさないよう

にするため、データのバックアップや無停電電源装置の設置など様々な対策を講じている。 

システム毎の対策状況は以下に示すとおりである。 

 

２ 通信手段について 

電話回線は、災害時優先電話として３回線（庁舎１回線、浄水場１回線、配水池１回線）を確 

保している。これらの回線は、災害時に電話が混み合い、発信規制や接続規制等の通信制限 

が行われた場合でも優先的に発信を行うことができる（電話がつながりやすい）回線である。 

なお、停電時に使用可能な電話（バッテリー内蔵）が４回線（業務課２回線、工務課１回線、浄水 

課１回線）確保されている。 

 

３ 電力の確保 

浄水場においては停電時に運転を停止させることのないように、２回線受電方式での契約 

を締結しているため、本線（光井線）で何か問題があったとしても予備電源線（周防線）に切り 

飲料水の汚染対策に関すること 1D以内 B 

その他浄水場の運営管理に関すること 3H以内 A 

 

システムの名称 
データのバックアップ 無停電装置 

有・無 媒 体 頻 度 保管場所 

公営企業会計システム ・外部HDD 

・紙 

不定期 

 

庁舎1階 

（業務課） 

有 

（業務課） 

光市上下水道オンライン

システム（料金関係） 

・外部HDD 

・紙 

1回/日 外部 

（保守業者） 

無 

水道情報管理システム ・外部HDD 

 

1回/日 外部 

（保守業者） 

有 

（工務課） 

積算システム ・外部HDD 

（一部のみ） 

３～４回/年 外部 

（保守業者） 

無 

上水道監視制御システム 

（浄水場運転・監視） 

・紙 

（一部のみ） 

随時 旧監理棟 有 

（新監理棟） 
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替えることで運転を継続できる体制を確保している。 

その他設備においては、小型（２台所有）及び中型（リース）の発電機による対応とする。 

４ 食料及び飲料水等の確保 

    非常時優先業務を実施する期間の職員の食料及び飲料水については、あらかじめ３日分程

度は備蓄しておく必要がある。しかし、現在は備蓄していない状況であることから、勤務時間

外に職員が参集する場合には、各自の食料や飲料水は持参するよう啓発することとする。 

  



 

12 

第６章 今後の取り組み 

１ 事業継続体制の向上 

本計画の策定は、今後の事業継続力維持・向上への第一歩であり、一定の前提を踏まえて 

検討しているものであるから、現時点では完全な体制が構築できているとは言えない。大規模 

地震等の発災時には、水道局一丸となった組織的な対応が求められることから、教育・訓練の 

実施等を通じ、職員の理解を深め、行動力を向上させるとともに、課題や不足事項等を把握し 

た上で対策を検討し、継続的に計画を改善することが必要である。そのため以下の機会をとら 

えて、計画の見直し・更新を図ることとする。 

（１）被害想定の更新時 

（２）地域防災計画の更新時 

（３）組織改編時及び人事異動が行われた時 

（４）小規模災害の対応の中で課題が明らかとなった時 

（５）計画内容の点検・検証を行うための訓練等の実施時 

 

２ 事業継続計画の職員等への浸透・定着 

本計画を発動するような非常時には、水道局が一体となって組織的に対応する必要がある。

そのためには、全職員が事業継続の重要性や事業継続における各自の役割等を理解し組織

全体に浸透させておかなければならない。 

    このため、本計画を職員へ周知徹底し、光市地域防災計画の方針を踏まえ、本計画の浸透

定着を図るものとする。 

 

３ 非常時優先業務実施への備え 

本計画は、人、物、情報及びライフライン等の必要資源の確保を前提として、非常時優先業

務の実効性を確保するための計画であり、非常時優先業務の選定や、共通的な資源確保を取

りまとめた包括的な計画である。 

必要資源が確保できた場合でも、非常時優先業務の具体的な手法や方法等が明確でない

場合には、非常時優先業務の遂行に支障を伴う可能性がある。災害時には、平常時の経験の

延長では対応できないものが多いため、非常時優先業務をどのように実行していくかについ

て、仕事の流れやポイント等について整理を行う。 

また、通常業務についても、人、物、情報及びライフライン等の必要資源の制約を前提とした

上で、どのような方法や手順等で対応すべきかを検討する。 


